
ぼうさい掲示板

アプリで簡単！ハザードマップの確認方法　　

　ハザードマップとは、災害の影響がおよぶと想定される範囲を地図に記載し、住民の皆さまに知っていただき、
普段から災害への備えや警戒・避難に役立てていただくことを目的とした地図のことです。

　今回は利根町行政アプリの防災情報から、簡単にハザードマップを確認する方法をご紹介いたします。
利根町行政アプリのインストール方法については、右のQRコード、
または以下のURL からご覧いただけます。
http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004394.html

スマホでとっても簡単！
気になった時にすぐ確認
できるのがいいね！

▶問い合わせ先　　防災危機管理課　防災係　　☎６８－２２１１（内線３２２）
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①�アプリのホーム画面から
防災情報をタップします。

②�ハザードマップをタップし
ます。

③�確認したいハザードマップ
をタップします。

④�関連ファイルダウンロード
内から、確認したい内容を
タップします。

⑤�表示されるマップ内で、詳
しく確認したい部分を拡大
して見ることができます。

　町民の皆さまとの対話を大切にし、その声を町政に反映させる対話型行政を推進するため、町政懇　町民の皆さまとの対話を大切にし、その声を町政に反映させる対話型行政を推進するため、町政懇
談会を開催します。当日は、主要事業の取り組み状況などの報告、町民の皆さまから町政全般へのご談会を開催します。当日は、主要事業の取り組み状況などの報告、町民の皆さまから町政全般へのご
意見をお伺いする懇談・意見交換を行います。意見をお伺いする懇談・意見交換を行います。

当日の様子は YouTube『利根町公式チャンネル』でライブ配信予定です。会場へ直接お越し頂けない方は、
そちらからご視聴いただけます

令和 5年度令和 5年度

町政懇談会開催町政懇談会開催

問い合わせ先 ： 総務課　秘書広聴係 ☎６８－２２１１（内線３１１）

●懇談会に参加される場合は、以下についてご理解・ご協力をお願いします。
　・�当懇談会は、町政に対するご意見などを伺うことを目的としておりますので、個人的な相談・要望については、
担当課へ直接ご相談ください。また、当日のご質問に対しましては、その場でお答えできない場合がございます
ので、あらかじめご了承願います。

　・�円滑な進行により、多くの方からご意見を伺えるよう事前質問を受け付けております。事前質問に対する回答に
ついては、当日書面にて回答を配布しますが、その回答を受けたうえで再質問される場合は、当日会場でお受け
いたします。なお、事前質問については、地区名及び氏名を公表させていただきます。

●日　時　　11 月 18 日（土）　13：30 － 16：15（開場 13：00）

●場　所　　利根町文化センター　多目的ホール

●申　込　　不 要　（事前に質問を受け付けます ※裏面をご覧ください）

●内　容　　「主要事業等の取組状況、町の財政状況について」

　　　　　　「町政全般について意見交換」
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